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医療法人の附帯業務について

昨年6月 21日法律第 84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定について

は、本年4月 1日から施行されることとなった。

これに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一

部を改正する件(平成 19年厚生労働省告示第 93号)が本年3月 30日に告示され、

同年4月 1日から適用することとされたところである。

本改正により、医療法(昭和 23年法律第 205号。以下「法」という。)第42

条各号の医療法人が行うことができる附帯業務のうち、社会福祉事業の実施(第 7号)

及び有料老人ホームの設置(第 8号)については、下記のとおり取り扱うこととした

ので通知する。

また、医療法人が行うことができる附帯業務を別表のとおり取りまとめたので、附

帯業務の実施に関し関係主管部局及び各市町村等との連携を図り、適正な運用に努め

られたい。

なお、医療法人の附帯業務に係る既往通知(別記)については、本通知で包括した

ため廃止する。

記

第 1 改正の趣旨

医療サービスと福祉・住居サービスの融合により、地域における医療の重要な担い

手である医療法人が必要なケアを切れ目なく提供できるよう、法第 42条第 7号に基



づき医療法人が行うことができる社会福祉事業の範囲について必要な見直しを行うと

ともに、法第42条第8号に規定する老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)に基

づく有料老人ホームの設置を追加するものであること。

第 2 改正の内容及び留意事項

1 附帯業務の改正の内容

医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、本年4月 1日

より実施することができるものとしたこと。

なお、従前「保健衛生に関する業務J (法第42条第6号)として行われてきた

ケアハウスに関しては、今後は法第 42条第 7号に基づき行われるものであること。

(1)法第42条第7号関係

① 社会福祉法(昭和 26年法律第45号)第2条第2項中の以下各号に規定す

る第 1撞社会福祉事業のうち次に掲げるもの。

ただし、当該附帯業務((ウ)を除く。)を行うことができるものは社会医療

法人に限る。

(ア)第 1号

・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを

目的とする施設(生活保護法(昭和 25年法律第 144号)に規定する

保護施設である宿所提供施設を除く。)を経営する事業及び生計困難者

に対して助葬を行う事業

(イ)第 2号(児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)関係)

・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害

児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

(ウ)第 3号(老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)関係)

-ケアハウス

(エ)第 3号の 2 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成 17年法律第 123号)関係)

-障害者支援施設を経営する事業

(オ)第 6号(売春防止法(昭和 31年法律第 118号)関係)

・婦人保護施設を経営する事業

(カ)第 7号

・授産施設(生活保護法に規定する保護施設である授産施設を除く。)を

経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する

事業

② 社会福祉法第 2条第 3項各号に規定する第 2種社会福祉事業のうち次に掲げ

るもの



(ア)第 1号

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくは

これに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

(イ)第 2号(児童福祉法関係)

-児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業

.子育て短期支援事業

.助産施設又は児童厚生施設を経営する事業

.児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

(ウ)第3号(母子及び寡婦福祉法(昭和 39年法律第 129号)関係)

-母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子福祉施

設を経営する事業

(エ)第4号(老人福祉法関係)

・老人福祉センターを経営する事業

(オ)第 5号(身体障害者福祉法(昭和 24年法律第 283号)関係)

-身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは

聴導犬訓練事業

・身体障害者福祉センタ一、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚

障害者情報提供施設を経営する事業

-身体障害者の更生相談に応ずる事業

(カ)第 6号(知的障害者福祉法(昭和 35年法律第 37号)関係)

-知的障害者の更生相談に応ずる事業

(キ)第 8号

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又

は宿泊所その他の施設を利用させる事業

(ク)第 11号

・隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用さ

せることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る

ための各種の事業を行うものをいう。)

(ケ)第 12号

・福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支

障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(社会福祉

法第 2条第 2項各号及び第3項第 1号から第 11号の事業において提供

されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応

じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な

手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与す

ることその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的

に行う事業をいう。)



(コ)第 13号

・社会福祉法第 2条第2項各号及び第 3項第 1号から第 12号までの事業

に関する連絡又は助成を行う事業

(2)法第42条第 8号関係

老人福祉法第 29条第 1項に基づく有料老人ホームの設置

2 留意事項

新たに 1に掲げる事業を医療法人((1)の①に掲げる事業((ウ)を除く。)は社

会医療法人に限る。)が行う場合にあっては、法第 50条第 1項の規定に基づき

定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)の変更が必要であること。

なお、定款等の変更に当たっては、老人福祉法又は社会福祉法その他個別法で

定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと O ただし、

これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認

可日が後れることはやむを得ないこと。

また、紐合等登記令(昭和 39年政令第 29号)第 6条第 1項の規定により、

変更の登記が行われた際は、医療法施行令(昭和 23年政令第 326号)第 5条

の 12の規定により変更の登記の届出が適切に行われるものであること。

(別記)

0老人訪問看護事業を行う医療法人について

(平成4年 3月 31目指第 29号)

0医療法人の付帯業務に係る軽費老人ホーム(ケアハウス)の設置及び運営について

(平成 6年 2月 7目指第 9号)

0訪問看護事業を行う医療法人について

(平成 6年 9月9日指第 62号)

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

(平成 11年 6月 23目指第46号)

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

(平成 11年 7月 15日事務連絡)

O医療法人の附帯業務の拡大について

(平成 16年 3月 31日医政発第033100 7号)

O医療法人の附帯業務の拡大について

(平成 17年 3月 30日医政発第0330002号)

O医療法人の附帯業務の見直しについて

(平成 18年 3月 31医政発第 033100 1号)

O医療法人の附帯業務の見直しについて

(平成 18年 9月 29日医政発第 0929008号)



(別表)

医療法人の附帯業務について

医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない

限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務(これに類するもの

を含む。)の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条各号)

なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うこと

は医療法人の運営として不適当であること。

一条一
一つ臼一

一4
一

一第一
一宇山一

目、、，司・-

一療一
一医一

匿亘医療関係者の養成又は再教育

看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営。

後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者

の養成とはならないこと。

医師、看護師等の再研修を行うこと。

匿週医学又は歯学に関する研究所の設置

研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱

するものではないこと。

匿週医療法第 39条第 1項に規定する診療所以外の診療所の開設

巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、

へき地診療所)等を経営すること。

匿ヨ疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関す

る生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をし寸。)を行わせる

施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が

厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)

附置される診療所については、

① 診療所について、医療法第 12条の規定による管理免除又は 2か所

管理の許可は原則として与えないこと。

② 診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のも

のを用いること。

③ 既設の病院又は診療所と同ーの敷地内又は隣接した敷地に疾病予防

運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運

動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに

診療所を設けなくともよいこと。

※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年 7月 1日厚生省



告示第 186号を参照すること。

匿司疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所

を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準

に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)

温泉とは温泉法(昭和 23年法律 125号)第 2条第 1項に規定する

ものであること。

疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設

の利用者の健康状態の把握、救急、時等の医学的処置等を行うことのでき

る体制になければならないこと。

※「厚生労働大臣の定める基準Jについては、平成4年7月 1日厚生省

告示第 186号を参照すること。

医自保 健 組 閣 す る 業 務

保健衛生上の観点、から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをい

うのではなく、次の I、Eに記載される業務であること O

1.直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務

であること。

① 薬局

② 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律、柔道整復師法に規定するもの。)

③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定す

るもの。)

④ 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するも

の。)

⑤ 介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するも

の。)

⑥ 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施す

るもの。)

⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認

知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、

介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期

入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通

所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(小規模

多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。)、第一号訪問事業

若しくは第一号通所事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事

業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター若しく

は福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償



移送行為であって次に掲げるもの。

ア 道路運送法(昭和 26年法律第 183号)第4条第 1項の規定に

よる一般旅客自動車運送事業

イ 道路運送法第 43条第 1項の規定による特定旅客自動車運送事

業

ウ 道路運送法第 78条第 3号又は第 79条の規定による自家用有

償旅客運送等

※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、

保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であるこ

と。例えば、 「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所

サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについ

て、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。

※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サ

ービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。

※ いわゆる「介護タクシーjのように旅行や買い物といった介護

保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当

該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。

③ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防

サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支

援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定

都道府県事務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に

関する業務Jとするもの。

⑨ 助産所(改正法第 2条に規定するもの。)

⑮ 歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの。)

⑮ 福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの。)

⑫ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 23年法律第 32号。)

第 5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道

府県知事の登録を受けたものに限る。

※ 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法

律(平成 23年法律第 74号。以下「改正法」という。)の施

行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関

する法律(平成 13年法律第 26号)第4条に規定する高齢者

円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であ

って、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行

後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲

げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約してい

るものに限り、当面の問、医療法人が設置することができるも

のとすること。



(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス

(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス

(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通

報等の緊急時対応サービス

※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律

(平成 21年法律第 38号。以下「平成 21年改正法jという。)

附則第 1条第 1号に掲げる規定の施行の際現に平成 21年改正

法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条

に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者

専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについて

は、平成 21年改正法附則第4条第 1項の規定により登録の効

力が失われた場合で、あっても、その要件を継続して満たし、上

記(1 )から(3) までに掲げるいずれかのサービスの提供を

継続的に行うことを約しているものに限り、当面の問、医療法

人が設置することができるものとすること。

※3 ※ 1及び※ 2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはなら

ない。

⑬ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法Jという。)

第4条第 1項第 3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律施行令(昭和 61年政令第 95号。以下

「労働者派遣法施行令」という。)第 2条第 1項の規定により派遣労

働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されて

いる労働者派遣で次に掲げるもの。

(1)労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に掲げる業務

ア 労働者派遣法第2条第4号に掲げる紹介予定派遣をする場合

イ 労働者派遣法第40条の 2第 1項第4号又は第 5号に該当する

場合

ウ 労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に規定する施設又は居宅

以外の場所で行う場合

(2) 労働者派遣法施行令第 2条第 1項第 1号に掲げる業務

エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第 2条第 2項に

規定するへき地にある場合

オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには

労働者派遣法施行令第 2条第 1項第 1号に掲げる業務に業として

行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認め

られるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61年労働省令第 20



号)第 1条第 1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを除く。)

である場合(ただし、医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第5

O号)第 30条の 33の 12第2項により、業として労働者派遣

を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医療

法人に限る。)

⑭ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 7

7条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業

(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)

⑬ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35年法律第 123号)

第34条に規定する障害者就業・生活支援センター

⑮ 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第88条第 1項に規定する

訪問看護事業

⑫ 学校教育法(昭和 23年法律第 26号)第 1条に規定する学校、 同

法第 124条に規定する専修学校及び同法第 134条第 1項に規定す

る各種学校並びに児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)第 39条

第 1項に規定する保育所及び同法第 59条第 1項に規定する施設のう

ち、同法第 39条第 1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認

可外保育施設Jとしヴ。)において、障害のある幼児児童生徒に対し、

看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業

※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当するこ

と。

⑬ 認可外保育施設で、あって、地方公共団体がその職員、設備等に関す

る基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託

し、又はその運営に要する費用を補助するもの。

⑬ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必

要と認める患者であって、

当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若

しくは通院している者、

又は当該匿療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステ

ーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者

に対して、当該医療法人が配食を行うもの。

※ なお、例えば3年前に入院して現在は受診していないような者は

対象外となること。

⑫ 児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)第6条の 3第9項に規定

する家庭的保育事業、同条第 11項に規定する居宅訪問型保育事業及

び同条第 12項に規定する事業所内保育事業。

※ 事業所内保育事業に限つては委託する場合も認めること。



II. 国際協力等の観点、から、海外における医療の普及又は質の向上に資

する以下の業務であること。

⑫ 海外における医療施設の運営に関する業務

※ 当該業務を実施するに当たり必要な現地法人への出資も可能と

すること。その際、出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内と

する。

※ 具体的な運用に当たっては、 「医療法人の国際展開に関する業務

についてJ (平成 26年医政発o3 1 9第 5号厚生労働省医政局長

通知)を参照すること O

匿ヨ社会福祉法第2条第 2項及び第 3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定

めるものの実施

※ 平成 10年 2月 9日厚生省告示第 15号及び本通知の別添を参照する

こと。

※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成 18年法律第 77号)第 3条第2項第2号の認定こども園(た

だし、保育所型のみ。)の運営は、上記告示の第 1項第 2号ノ、に包括さ

れること。

匿司有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)

留意事項

1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この

場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。

2. 医療従事者の養成施設に通う学生への奨学金の貸付は、医療法人が開設する医

療施設の医療従事者確保の目的の範囲内において、奨学金の貸付に関する内部規

定を設けるなど適切に行われる限り、差し支えないこと。

3. 第 7号については、社会医療法人のみに認められるものがあること。

4. 定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続(許認可、届

出等)を要する場合があること。この場合、個別法の手続の前に定款等の変更認

可申請をする必要があるが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴

い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこと。



〈別添〉

0社会福祉法に基づく社会福祉事業の位置付け

目「医療法人J測の観明・田・rOJfま全医療忠告人が対象、 'eJは社会医療宏人のみが対象

f区分j欄の観朝一 .，本来』とは本来宗務 f告示』とは平成10年厚生省告示節目号『保健』とは保健衛生に関する業務、f盤欄JIま盤療法人が行えはいことを示すs

社会福祉記長 普法 事業名、施般名等 介麗嘩瞳珪制度におけるサービス・事業等 匡揮量人 E 分 情 考

救睡施霞

更生施霞

生活保建H法

でを生入計目所的固さと鎗せす者るてを施生無置活料の又扶iま助定在額行なう料こ金と • 告示
生活慢聾法上の樺檀施睦である宿所縄供施監査
障〈。

生計困難者に対する助葬 • 告示

乳児院 • 告示

母子生活支援施巌 • 告示

男章養臨施霞 • 告示

来1 児童福祉法よの指定を受けること，

児童福祉法

※Z進道必更が府'惨後定手重紋で織状れ県あ等のを現るる並ニ指にのとが行伴変定は、しをい更指やて受.手定む行定け続手をう紋るは渇得続等前な合との原に定いl弘変行則紋ニラ更と手と等こし飽.続とのて苛四が榔夜日
障害児入所施霞 • 告示

第福一後種事社業会

情緒障害児短期治療施股 • 告示

児童自立主様施殴 • 告示

養鰻老人ホーム

老人福祉逮 特別養護老人ホーム 施霞サービス 介護福祉施霞サービス

軽費老人ホーム(注) O 告示 し宝)ケアハウスのみ可

複常総障社す生害会合法る者活生的た律の及還にめび支を回の障害者支様施霞 • 告示

売春防止涜 婦人保護施設 • 告示

授産施殴 • 告示 生活樺纏法」己の慢瞳施訟で晶る授産施設を除(，

生計で困賞難金者をに融対通して無制子3<1ま
it利 する事業 • 告示 都賞業道付事府県業社等会であ繍っ祉て協‘膳社会会が福行祉っ法てにいよるる生手活植福を祉纏資た金事

生計図録者に対する童銭等供与 O 告示

生計困鍵者に対する生活相猷 O 告示

生自活立困支縁踊者遠 認定生活困肩書就労訓糟事業 O 告景

障害児通所支援事業 O 告示

障害児祖敵支援事業 O 告示

児童自立生活嬢勘事業 D 告示

放標後児童健全育成事業 O 告示

子育て短期支援事業 O 告示

乳児家庭生戸勧問事業 O 告示

養育支撮動問事業 O 告示

地峨干育て宝援拠点事業 。 告示

一時預かり事輩 O 告示

兜童福祉法

小規模住居型児童養育事業 O 告示

小規模保育事業 O 告景

病児保育事業 O 告示

干育て援助活動支蟻事業 O 告示

動産施叡 。 告示

保育所 O 告示

児童厚生施殴 O 告示

児童家庭支援セン哲一 O 告示

児童の福祉増進相級事業 O 告宋

l教ど-鍵のにも育総供関に.a合のす保関釣推る宵す遼進な笥る幼営す保る連事携業型恕定こども圏在経 O 告示

母子草庫日常生活支揖事業 O 告宋



母寡子子働並及福びび祉に父産

父子軍塵日常生活支揖事業 O 告示

寡婦日常生活支援事業 O 告示 母活して子茸行揖及っび事て父業い子主る並l場まび父合に子に寡家由婦腫る福生，祉活法主の揖母事子業家を直附帯図常業務生と

母子・父干福祉施叡 O 告示

居宅サービス車車 訪問介護 ¥ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型サービス車車

老人屠宅介臨管事業 在間対応梨訪問介護 O 告示

介種予防サービス事聾 介護予防訪問介護

介檀予防・日常生活支櫨緯合事婁 軍1畢一の号Z勧に問規事定車す(る老も人由福に祉限法る施.)行規則第

居宅サピス事聾 通所介謹

地域密着型通所介謹 ※3ごの合法そと事指ょれに定業の介ぞ、に市れ瞳介係町各保檀る村サ険予安かー法防眠らビよ・の、目スZの委常をl事立匠行生、業が老，う舌者必事人宜と要業福揖し。所て祉総

地域密着型サービス車車

認知症対応型通所介謹

老人デイサービス事業 O 告示

※4場附業』と事管所合.業で業lま、者務宣新と教とたしし等ててにのの定閉置款指じ更事定には業を匝不を受織実要けさで施れ.慨あすたるに事る介腫予防サービス筆書 介護予防通所介護

第福二祉種事社業会

地嶋密着型介腫予防ザーピス事婁 介護予防認知症対応型通所介謹

介置予防日常生活支擢能合事業 第1最一の骨3通の所Z事に規業定(老す人る福も祉の法に施限行規則第
例(をーH業款指O受ビの所司定与スけ事にの居，た業お変宅事S障所け更サ業をるのが行ー所指楊必うビで定合宿要ス新をl事舎.玄た受〉、業に当けの居骸.指定宅事定サる。)

老人福祉迭

居宅サービス事業 短期入所生活介謹

老人短期入所事業 。 告示

介謹予防サービス車車 介謹予防短期入所生活介謹

職議地域密着型サービス事業 小規順書機能型居宅介檀

小規模多機能型居宅介護事車 O 告示

地場密着型介撞予防サービス事婁 介護予防小規模事機能型居宅介謹

地壇密着型サービス車聾 認知症対応型共同生活介護

隠知症対応型老人共同生活復助事業 O 告示

地峨密着型介直予防ザーピス事婁 介護予防認知症対応型共同生活介謹

纏合型サービス福祉事輩 地域密着型サービス車車 傷の合組3合Eサせー"限ビスる小}規律多値能型居宅介霞及び防問者障 O 告示

老人ヂイサービスセンヲー O 告示

老人短期入所施叡 。 告示

者人福祉セン告 O 告示

老人介護支擾セン聖一 O 告示

障害福祉ザーピス事業 O 告示 ※6行が必陣う事書要業福。所宣祉教ごサと等ーにのビ事隻ス業買の者手種と鞭鋪しl且て~※びの2事指多豪定用華

一般相骸支媛事業 O 告示

2社総輔生会合活生的の及活にび支日を
※7定款事等業をの行変う重事手業曜所はご*とzに参指照定が必要.

特定相骸支媛事業 O 告示

慢す法るた律めの 移動支極事業 O 告示

地場活動支媛セン宇一 O 告示

福祉ホーム O 告示

身体障害者生活訓練等事業 O 告示

手話通訳事業 O 告示

介助犬訓練事業 O 告示

聴導犬訓練事業 O 告示

身体福祉障害法者 身体姉害者福祉セン骨ー O 告宗

補装具製作施陸 O 告示

盲導犬訓練施陵 。 告示

視聴覚障害者情報提供施陸 O 告示

身体障害者田亜生相韻事車 O 告示

知福的簿祉害法者 知的障害者四更生相談事聾 O 告雪景

生計困住難者宅のための無料・世
額簡畢 貰付 O 告示

生計困雛所者等のための無料・暗
額宿泊

O 告示

生計困難者のための無料・世 O 本来
額診療

額生計介趨闘能老者人のための無料・低
県健施設

。 本来 介謹樺険法よの介護老人樺健措置

隣保事輩 。 告示

福祉サービス利用援助事章 。 告示

前関項する各連号絡車又びは前助各成号由事聾に O 告示



0介護保険法に基づく各事業の位置付け

※「匡分」欄の説明・・・「本来Jとは本来業輔、「樺瞳JとIま樺健衛生に限する来朝、「宜楓JIま医療造人が行えないことを示す

社会福祉法 各法 .1襲名‘施盤名等 介聾憧検量 E 分 備 害

訪問入港介護

訪問看陸(防問看護ステーションに限
樺圃

る。)

防問看聾(勧問看瞳ステーションを除
(，) 

本来

紡問リハビリテーション

居宅療聾曹理指事(訪問看11ステーシヨン
保憧に限品。〕

居宅サービス事業
居宅捜養菅理指導(訪問帯謹ステシヨン
を除<0) 

通所リハビリテーション 本来

短期入所療葺介謹

特定施訟入居者生活介護(注) 保健 Ci.主帯)聾介務護保と積いて法認上め白該られ当施る施設設の悶ζk限Eる療，法上附

福祉用具賞与 保健

特定福祉用具販売 憧鍵

居宅介護支援事業 樺健

介種予防訪問入浴介護

轟瞳
介護予防訪問看霞(訪問看護ステーシヨン
に限るロ)

介を除護ι予防)訪問看護(訪問看護ステーシヨン

本来

介護予防訪問リハビリテーション

テ介ー謹シ予ョ防ン居に宅限療る養管理指導(訪問看護ス 憧健

介護予防サービス事華 介テー謹シ予ョ防ン居を宅陣療養曹理指導(訪問看護ス
除C)

介謹予防通所リハピリテーション 本来

介謹予防短期入所療聾介護

介護予防特定施設入居者生活介護(注) 樺瞳 〔浬)稽介量護務保と険法上白該当施設の肉、監暗法上耐
レて認められる施設に限る，

社会福祉事業

介謹予防福祉用具賞与

樺鎗

特定介謹予防福祉用具販売

以

外
介撞予防車媛事業 嘩憧

地域密着型特定施訟入居者生活介腫(珪)

地埴密着型サービス事聾

標値 〔浬〕 聾介務護梶と陵して法認上め白該られ当る施施設設のに階限、る匡療e 法上附帯

地域密着型介腫老人福祉施置入所有生，舌介憧

第一号訪問事業

第一毎週間売事業

活介腫支媛予防総合・巳事常業隼 第一寄生活主撞事業

第一号介置予防宝揖事業

機 8聾号訴堺護辺自認:積i霊書寝一般介聾予防事象

韓合相談宜櫨率集

地域支援事業(注) 憧健

権利櫨援事業

※9の定庖定数等立t( として定市と町1誼"柑必等包括酌継続的ケアマネジメント事章 行うこ

包括的支援事象
ロ手日輔がの遅

在宅E療介謹連鍵推進事業 進れ鎖る状こ況とiこa伴やいむ、を得ないこと.

生活宜撞等体制整備等事業

認知症韓合主揖司匹業

任意事藁

保健福祉事輩(注) 樺健 ※B、※自 と聞じ鍛い

介謹保健施霞サービス

施霞サービス 本来

介!l療聾施陸サービス

指定市町村事務受託法人の受託事務

※10名市委称〉託をのE委をE受e託食1等を7否受に都8げ5通・でR行府す県るう叉脳Cぽ裏Oが事市町あ掛附あ名こ及とび(具倒体的Cなo事.. 務( 

埠健

離襲撃指定都道府県事務受託法人の受託事務




